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佐 賀 県 庁 旧 館 等 清 掃 業 務 仕 様 書  

 

この仕様書は、委託者（以下「甲」という。）と受託者（以下「乙」という。）が締結した     

委託契約書に基づき、受託者が履行しなければならない業務について必要な事項を定める。 

この仕様書に基づく作業は、大要を示すもので、作業の実施に当たっては、建物の環境、  

衛生等総合的な観点により行うこととする。 

なお、この仕様書に定めのない事項は、甲乙協議の上定めることとする。 

 

第１ 業務の範囲 

      委託業務の範囲は、県が使用する庁舎、会議室及び構内をいう。 

     なお、業務対象面積は、添付資料１「清掃面積等一覧表」のとおりとし、詳細について

は添付資料１-１、添付資料１-２「清掃面積内訳表」のとおりとする。 

 

第２  清掃基準及び業務内容 

     各清掃の作業実施基準を、添付資料２-１、添付資料２-２「清掃基準（回数）表」のと

おり定め、業務の内容については、下記及び添付資料３「実施要領」のとおりとする。 

   業務を行うに当たっては、清掃箇所に適した清掃機械器具及び安全な薬剤等を使用し、

常に甲が認める業務の提供を行わなければならない。 

   また、定期清掃等を行う場合は、甲が日時及び時間帯を指定する場合がある。 

   なお、清掃作業を実施要領等の定め以外の方法等で行う場合は、事前に甲に説明し、了

解を得なければならない。 

   １ 日常清掃 

県庁開庁日の原則午前７時から午後５時の間において日常的に行う清掃業務のことを

いい、概ね次のような業務をいう。 

（１）共用部分の床の清掃、構内の清掃、出入口扉の清掃、各室ドアの清掃、手摺の清掃、

紙屑の処理、トイレットペーパー（県に承認を得た商品とする）の補充、水石鹸の補

給、手指消毒液の補給、衛生陶器の清掃、県庁 CLASS の掃除機掛け及び旧館給湯室等

からのごみの搬出 

（２）通行者の多い廊下や階段などの床面、手摺・扉把手・スイッチ周りなど人の手によ

く触れる部分及びトイレなどの巡回清掃 

   ２  定期清掃 

        月又は年を単位として定期的に行う業務のことをいい、概ね次のような業務をいう。 

 （１）共用・専用部分の床洗浄、ワックス掛及び屋上ドレーンの清掃 

（２）外窓ガラス、照明器具（ボックス含む）、ブラインド、排水溝、溜桝、トップライト、

ガラリ、廊下照明、ボックス及び外周石張の清掃 

 （３）ねずみ・害虫駆除（発生状況を調査しその結果に基づき、防除のため薬剤等を散布

し駆除する） 

    ３  特別清掃（特記仕様書のとおり） 

知事公舎及び中之小路賓館清掃 

毎週火曜日(火曜日が祝祭日等に当たるときは、直近の開庁日)に、知事公舎（公邸

部のみ）の清掃を行い、毎月第２、第４金曜日及び特別公開期間（イベント時は日曜

祝日を含む）に、中之小路賓館の清掃を行う。 

また、12月中に別途１日年末特別清掃を実施するものとする。 

４ その他 

乙は、庁舎環境の状況により甲が必要と認めた場合は、甲の指示によりその都度業務
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を遂行しなければならない。 

 

第３  作業員 

１  乙は、原則として当該業務の日常清掃に作業員を５名（作業時間を１名８時間とした

場合）以上配置しなければならない。ただし、その作業員のうち３名以上は次の条件に

合致することとする。 

（条件）３年以上の実務の経験を有し、かつ、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施

行規則に規定する研修又はそれに準じた社内研修等（以下、清掃業務従事者研修という。）

を１年以内に受講した者。 

  上記の条件に合致しない作業員については、配置後３か月以内に清掃業務従事者研修

を受講しなければならない。 

  定期清掃及び特別清掃を行う場合は、別途その清掃内容に応じた必要な作業員を配置

しなければならない。その際、乙は必要に応じ日常清掃配置の作業員を含めて調整でき

るものとする。 

    なお、作業員の配置を上記によらずに行う場合にあっては、事前にその詳細な配置・

業務計画等について必ず甲に説明のうえ了解を得ること。 

２ 業務の履行に当たり、当該業務に直接従事する作業員の名簿を甲に提出しなければな

らない。提出後、作業員の変更をする必要がある場合は、事前に甲に対し同様の書類を

提出するものとする。ただし、必要がないと甲が認めたときはこの限りでない。 

３ 乙は、業務を的確に実施できるよう契約期間内に清掃業務従事者研修を受講させると

ともに、作業員の技術等の向上に努めなければならない。 

   ４ 乙は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45年法律第 20号）」第７条

第１項に規定する｢建築物環境衛生管理技術者｣の資格を有し、かつ上記１の作業員以外

の者を作業責任者とし、定期清掃及び特別清掃実施時並びに必要な場合に、現場で適切

に指導すること。 

  ５ 乙は、作業員の中から１名以上の現場責任者を定め、甲との日常的な連絡窓口とする

こと。 

   ６ 乙は、ねずみ・害虫駆除を行う際は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行

規則（昭和 46 年厚生省令第２号）」第 29 条第１項第３号に規定する資格を有する者を配置

しなければならない。 

   ７ 作業責任者は、業務の実施状況を常に把握し、作業員に対し適切な指示、指導を行わなけ

ればならない。また、甲の指示がある場合は実施状況を報告するとともに、必要に応じ実施

現場での説明を行うものとする。 

 

第４  作業員の心得 

１ 作業員は作業中、制服・身分証を着用して作業従事者であることを明らかにするとと

もに、常に服装を正しくして清潔かつ衛生的に作業を行うこと。 

２ 作業中は私語を慎み、来庁者等に対して不快にならないよう留意すること。 

３ 来庁者等に対して、丁寧な応対を行うこと。 

４ 作業中は、清掃用具を廊下・階段等に短時間でも放置しないこと。 

５ 作業員が作業中に来庁者等の遺失物等を発見した場合には、直ちに作業責任者を通じ

て警備室へ届けること。 

６ 建築物その他の什器類の構造・機能を損傷又は変質させないよう留意すること。 

７ 作業に電気･水道を使用する場合は、その節約に努めること。特に、上下２階までの移

動はできるだけ階段を使用すること。 

８ 火気の取り締まりに努め、引火性のあるガソリン、ベンジン等を絶対に使用しないこ
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と。 

９ 作業員が作業中に建築物・機械・その他備品の損傷等を発見した場合には、直ちに作

業責任者を通じて甲へ届けること。 

 

第５ 清掃作業の確認等 

（１）甲は必要に応じ現場等を確認し、内容が仕様書に合致しない場合等は、作業の手直し

及び業務遂行の指示をすることができる。 

    その際、乙は速やかに手直し等を行わなければならない。 

 （２）甲は必要と判断した場合は、甲が指定する外部の専門の評価員による品質評価を行う

ことができる。評価員及び実施時期については甲が定める。 

    この品質評価により改善が必要とされた場合は、甲は乙に対し文書等により指示を行

うものとし、乙は指示事項について速やかに改善しなければならない。 

 （３）甲が行う手直し等の指示に従わない場合は、甲は必要に応じ契約解除を行う。 

 

第６ 法令等の遵守 

     乙は、作業の実施に当たり適用を受ける法令、基準、甲が定めた実施要領等を遵守し、

甲が適正と認める庁舎環境の維持管理に努めなければならない。 

 

第７  安全の確保 

  １  作業の安全衛生に関する管理は、作業責任者が関係法令等に従ってこれを行う。作業

責任者は、業務の安全確保のため、危険な作業に対して労働安全衛生規則に準じた安全

業務計画を定めて、作業員にその周知徹底と実行を図ること。 

      また、作業の実施に当たっては、人、施設、備品等に危害又は損害を与えないよう  

万全の措置を行うこと。危害又は損害を与えた場合、あるいはその恐れがある場合は、

作業責任者は、直ちに甲に報告し、その指示を受けるものとする。 

    ２ 乙は、外窓ガラス清掃等２メートル以上の高所業務の場合は、足掛り、フック等を  

利用し、作業員の安全を確保すること。     

        なお、強風時等の悪天候の場合は、高所での作業を禁止するものとする。 

 

第８  必要経費の負担区分 

    １  乙は、本契約を遂行するために必要な次の経費を負担するものとする。 

（１）機械器具類及び消耗品類に関する経費 

（２）作業員の雇用、教育、被服に関する経費 

（３）その他業務遂行等に付帯する経費 

  ２ 甲は、乙が本契約を遂行するために必要な光熱水費を負担するものとする。 

 

第９ 場所の提供 

  １ 甲は、作業員の詰所等として、別に定める場所を無償で提供するものとする。 

  ２ 甲は、乙の業務の遂行上必要な駐車場について、１台分を確保するものとする。 

 

第 10 作業実施計画 

     作業を計画的に実施するため、次の計画書等を作成し、甲に提出すること。 

・ 年間実施計画表 …… 記入内容 日常清掃、定期清掃、特別清掃 

 （ワックス掛け、害虫駆除 等） 

                         提出期限 令和８年 10月１日まで 

・ 月間実施計画表 …… 記入内容 定期清掃、特別清掃 
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                      提出期限 前月の末日まで 初月は 10月１日まで 

・ 作業員等名簿  …… 記入内容 氏名、作業員区分（作業責任者、現場責任者、作

業員の別）、清掃経験年数、清掃業務従事者研修受

講年月日、清掃に関する資格、勤務時間等 

※雇用保険被保険者資格取得等確認通知書その

他の雇用されていることが証明できる書類の写

し及び清掃業務従事者研修の受講を証明できる

ものを添付すること。 

               提出期限 令和８年 10月１日まで 

（変更時はその都度提出する。） 

第 11 作業実施報告 

   作業を実施したときは、次の報告書を作成し、甲に提出すること。 

  ・ 清掃作業報告書 …… 記入内容 日常清掃、定期清掃、特別清掃、作業に従事した

作業員氏名、作業時間 

※定期清掃及び特別清掃については、あわせて作

業前、作業中及び作業後の写真を添付すること。 

               提出期限 業務実施日の翌日（翌日が閉庁日の場合は、次の

開庁日とする。） 

  ・ ねずみ・害虫駆 …… 記入内容 ねずみ・害虫駆除 

    除記録表       提出期限 業務実施日から１週間以内 

   ただし、年度末の報告書については、３月 31日（令和 10年度については、令和 10年９

月 29日）までに甲に提出すること。 

 

第 12 書類の整備 

      委託業務に関する下記書類は、必要な都度取り出せるように作業員控室に常備し、  

これを整備しておかなければならない。 

    ・ 業務委託契約書（写し）、仕様書（写し）、清掃基準（回数）表（写し） 

・ 作業員名簿 

    ・ 実施計画表（月間及び年間） 

    ・ 緊急時連絡体制表 

    ・ 清掃機械器具一覧、使用薬剤実績表 


